
 

『消費税軽減税率へ準備・支援 政府広報オンラインにて詳解』 

 
 来年１０月から実施される消費税の軽減制度については、政府広報オンラインの「特集」で詳しく紹介

されている。 

【対象品目はどのようなもの？】飲食料品全体の中で何が該当するかを図示したうえで、外食、出張料理

について事例を挙げて分類。牛丼のテイクアウトは軽減税率の対象となるが、店内飲食は標準税率が

適用される。一体商品は、販売価額が税抜１万円以下で、食品の価額が占める割合が３分の２以上のも

のは軽減税率の対象となる。 

【事業者にはどのような影響があるの？】商品管理、及び申告・納税の面で必要となる対応について詳

細に解説。区分記載請求書等保存方式と適格請求書等保存方式の内容や計算方法、施行スケジュー

ルを明示しているほか、食品しか販売しない事業者も包装材の仕入れには標準税率が適用されること

などにも注意を促している。 

【どんなサポートがあるの？】中小企業庁では複数税率対応レジの導入や受発注シ

ステムの改修を行う中小の小売事業者等に３分の２の補助を行うほか、各地で相談

窓口の設置や講習会の実施を予定している。 

 また、各国税局が開催する説明会の日程も掲載。制度の導入に伴う安定的な恒久

財源の確保、制度の円滑な実施・運用のための検証・取組についても触れている。 

 

 『プロパー融資のみの割合が増加 信用保証調査―日本公庫』 
  

 日本政策金融公庫が金融機関を対象に実施した信用保証に関するアンケート調査結果で、「プロ

パー融資のみ企業」の割合が増加したのに対して「プロパー融資と信用保証付き融資を両方利用して

いる企業」の割合が減少した。「信用保証付き融資のみの企業」はおおむね３割で横ばい推移。４月に

実施された信用補完制度の見直しを受け、定例の信用保証調査に併せ特別調査として行い、金融機

関の１８年度の信用保証の取り組み方針やその影響等について聞いた。 

 プロパー融資と信用保証付き融資の利用状況について業態別にみると、第二地銀を除き「プロパー

融資のみ企業」の割合が増加傾向にあり、地方銀行では約５割と高い。信用保証への取り組み方針は、

「小規模事業者向けの保証制度」「創業に関する保証制度」「事業承継に関する保証制度」「プロパー融

資との適切な組み合わせの推進」でおおむね７割から８割が「やや重視している」「重

視している」と回答。一方、「円滑な撤退支援に関する保証制度」は「どちらともいえな

い」の回答が６割近くを占め、「やや重視している」「重視している」の割合は３割程度

だった。金融機関が中小企業の経営支援で信用保証協会に期待している役割は「事

業計画や経営改善計画の作成支援、進捗状況の検証」が最も多かった。 

 
 出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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